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1.'は じ め に

科学技術 の進歩は,機 械文明の高度化や生

活様式の変化が もた らしたが,個 人 と企業 を

取 り巻 くリスクをもよ り多様化 ・巨大化 ・複

雑化 させている.自 動車の大量生産,石 油化

学 コンビナー トの増加,原 子力発電をは じめ

とする巨大技術の無制限的な発展は,交 通事

故の増加 ・産業公害および環境破壊 ・原発事

故な どの ように,人 間と自然に直 ・間接的 に

深刻 な被害 を与えている現状 である.他 方,

様 々なリスクの急増 とその被害の巨大 さは,

従来のような当事者 間の契約によっては解決

で きず,法 的責任ルールで被害の損害賠償 を

強制す る事故法1)の 急 激 な発展 を もた らし

た.し か も,事 故法 システム としての損害賠

償制度の目標 も,被 害者救済のための十分な

賠償のみならず,加 害者の事故防止努力 を促

すイ ンセ ンティブの提供 をも含めるようにな

った.

こうした新たな事故法の経済的分析 の大部

分は,人 間が効用最大化の行動主体である と

いう前提条件(合 理的選択理論)に 基づいた

費用便益分析 を用いている.と りわけ,関 係

当事者に合理的行為(意 思決定)を 選択 させ

るための何 らかのインセ ンティブを与 えうる

賠償責任 ルールを主な分析対象 として,望 ま

しい賠償責任ルールによって効率的な資源配

分 を達成することを目指 している.こ の よう

な事故法 の経済的分析 は,1960年 代初めの

CalabresiとCoaseの 研究 に端 を発する,い

わゆる 「法と経済学」研究の一分野であって,

Posner,Shavellな どによって分析 の精緻性

が高 ま りつつある2}.と はいえ,正 義あるい

は公正,不 完全 な情報,政 府の介入,人 間行

動の非経済的および非合理 的な側面,人 命損

失の不計測性などのため,経 済学的分析ツー

ルの限界をも否めない.

本稿の 目的は,事 故法の経済的分析 に関す

るCalabresiとPosnerの 理論 を中心 に,事

故法の目標 とネグリジェンスおよび厳格責任

ルール3)の 経済的意味 を分析 し,ま た社会の

諸制度を新たにデザインす るさい,求 め られ

るべ き経済的な考え方 を明らかにす ることで

ある.そ のため,ま ず,取 引費用の問題が制

度および責任 ルールに及ぼす影響を分析 した

後,両 責任ルールの相互比較およびその限界

を浮 き彫 りにす る.そ れか ら日本の原子力損

害賠償制度における無過失責任ルールの採択

の合理性 を裏付ける.ま た,現 行の原子力損

害賠 償制度 における改善すべ き課題である,

賠償資力の不足 ・賠償措置額の低さお よび原

子力損害賠償補償契約(以 下,`補 償契約'

と略称)の 存在が,企 業(原 子力事業者)の

注意水準(事 故防止努力)に 及ぼす影響のモ

デル分析をも行 う.

皿.法 と経済学 との相関僕1{ぎ

1.外 部効果と不法行為

公害や環境破壊な どを負 の外部効果 と見 な

す理由は,環 境が 自由財のようにその価格が

生産の真の社会的費用 を反映で きず,過 剰利

用 されて しまい,資 源の最適配分が歪め られ

るか らにほかな らない.こ うした負の外部効
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果の内部化 を促 す政策 は,一 般 的に経済的手

段 と行政 ・法 的手段 に分 け るこ とがで きる.

前者 には,ピ グ―税,補 助金,排 出権取引制

度,デ ポジ ッ ト制度な どが,主 に利用 されて

い る.後 者 には,事 前 的な手段 として防止施

設の設置お よび排 出基準 の設 定などの行政的

な介入である直接規制 があ り,ま た事後的な

手段 として事故発生後 の加害 者に対する公法

的 な制裁 と,損 害賠償 制度の私法的な手段が

あ る.
一方

,Coaseは,ピ グー税 ・補助金の導入

な どの ような政府の積 極的な介 入を批判す る

とともに,財 産権(PropertyRights)4)の 不

在 を資源 の最適配分の障害要因 として取 り上

げ,一 定 の条件 における資源 配分 は法的状況

(損害賠償責任 ルー ルあるい は財産権の初期

割当)か ら独立であ るとい う,い わゆる 「コ
ースの定理」 を主張 した。 また,Calabresi

を創始者5>と す る事故法(不 法行為法)の 経

済的分析 は,加 害者(発 生者)へ の外部費用

(事故 の損 失)の 内部化 に よって当該活動の

コス トを高 め,事 故抑 止のためのインセ ンテ

ィブを与える賠償責任ルールの経済的効果 を

主 な研究対象 とする.

もし,賠 償責任 ルー ルが なければ,「 合理

的な人聞」 は,他 人 に対す る影響 を無視す る

ため,経 済学 におけ る外部 効果(不 法行為)

を生 じさせ る.と ころが,不 法行為法は裁判

所 を通 じて外部効果 と賠償義務 との交換,す

なわち外部効果 を一種 の財 として強制的に取

り引 きさせ ることで外 部効果の内部化 をはか

る.不 法行為 法 とは,「 合 法的 な」個人 ・企

業活動が他 人の権利お よび利益 を侵害 したさ

い,加 害者 の個人 ・企業 は被害者の損害を賠

償 しなければな らない,と い う賠償責任 ルー

ルを定めている法 なのであ る.か くして,不

法行為法 とりわけ損害賠 償制度は,損 害の分

配方法 を決める事後的手段 のみ ならず,事 故

抑止努力を高める事前的 な機能 をも果たす こ

とがで きる.と はいえ,不 法行為法 は,事 故

を発生 させ うる合法的な行為 を完全 に禁止す

る ものではな く,そ の被害 を社 会的 に適正水

準 に誘導す るための法 にほか ならない.

もっとも,不 法行為法 と りわけ総事故費用

を最小化 で きる賠償責任ルールは,効 率性の

目標 を達成す るこ とはで きても,公 正 ・公平

性の喪失 や非人道 的な結果 をもた ら しうる.

そのため,次 のよ うなケースでは,行 政 ・法

的手段 との並行実施が望 ましい.1)関 連情

報 を多 く持 っている政府が,民 間人の特定行

為の禁止あ るいはその規制を予め行 うことが

効率的であ る場合 である.た だ し,規 制の た

めの取 引費用 がかかるうえ,利 益集団の政治

的な圧力 に影響 されやすい側面があ る.な か

んず く,発 生者 と規制当局 との癒着 が強い場

合,か えって外部効果が大 き くな りうる.2)

所得の再配分 を重 ん じる場合,税 金 ・補助金

を用いた政 策が より効率的である.3)人 命

の損失,精 神 的損失 などに関す る評価 につい

ては,政 府 の判断が必要である.4)加 害者

の賠償 資力 が少 ない場合,ま たは意図的な事

故発生行為 を防止す るため に,刑 罰的な制裁

が求め られる.

2.取 引費用 と法制度

コースの定理 に よれば,財 産権の不在 を外

部性 のの原因 と見 な し,財 産権が明確 でかつ

取引費用が無視 で きるほどに少 ない場合,当

事者間の 自発 的な交渉 によ り,外 部性 の問題

が解決 され うる.周 知の ように,こ の定理 は

非現実的な仮 定に立 ってお り,か つ公平や公

正の観点 も欠いている.し か し,コ ースの定

理 は,財 ・サー ビスの情報が一方 に偏在 して

お り,ま た当事者が多 くて交渉 に伴 う 「取引

費用」が膨大 な金額 になって しまう,現 実の

世界 を逆 説的 に強調 した もの にほか な らな

い.と りもなお さず,正 の取 引費用が存在す

る場合,法 的状況が資源配分に影響 を及ぼす

こ とを強調 したの である.い うまで もな く,

財産権 の確 定による外部性 の内部化 も,取 引

費用 を含 む内部化費用 と比べ て内部化 の便益

が多い時のみに有用 なのであるη.

ところで,社 会 的,政 治的,あ るいは経済

的な制度のいずれ であれ,制 度 は人々の相互

作用 における指針 なのである.ま た,法 制度

も,財 に対す る財産権を定義 ・保護する費用,

交換過程 における情報の獲i得費用,交 渉 ・契

約締結費用,契 約履行を監視 ・執行する費用8)
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な どの,い わゆる取引費用の削減 をもた らす

ための ものであ る.近 代市民 社会の代表的な

法 である財産法 ・契約法 ・不法行為法 も,取

引費用の観点か ら各々区別することができる.

まず,財 産法の場合,情 報に費用がかかる

とき,人 々の問にお ける財産権の交換 に関連

す る様 々な活動 が取 引費用 を引 き起 こす9).

財産法がなけれ ば,財 産権が不明確 とな り交

換 の主体 と対象が わか らないために取引が成

り立 たない.ま た,資 源は過剰利用 され,外

部効果の増加,ま たは土地 ・水産資源の過多

使用 により,い わゆ る 「コモ ンズの悲劇」が

生 じる.こ うした外部性の内部化 を妨げる要

因 として,財 産権の不明確性 の ような制度的

な要 因と正 の取引費用の ような経済的要因が

ある.こ れ らの要 因を取 り除かなければ,市

場価格 による私的評価 と社会的評価 との乖離

が生 じ,ま た本来社会的 にあるべ き価格 をシ

ャ ドウ ・プライス として推定す ることも複雑

となる1。}。
一方

,契 約法 も取引費用 の節約 の有用な手

段 といえる。例 えば,原 子力 事業者(電 力会

社)が 放射能 を放出で きる権 利(財 産権)を

持 っている とすれ ば,被 害者 とな りうる人 々

は原子力事業者か らその権利 を買 うか,あ る

いは原子力事業者が何 らかの防止装置 を取 り

付 ける ようにその費用(bribe)を 負担 しよ

うとする。逆 に,被 害者が権 利 を有すれば,

原子力事 業者 は 自 ら防止 装置 を取 り付 け る

か,あ るいは被害者 にな りうる人々に被爆の

かわ りに補償 金(bribe)を 支払お うとす る

ので,ま さにコースの定理の ようになる.こ

のように,当 事者 は自発 的な交渉 による契約

を通 じて資源の最適配分 を達成す ることがで

きる.し か し,原 子力事 故のみな らず,交 通

事故 ・製造物事故か らもわかる ように,そ の

被害額 ・発生確率 ・加害者 と被 害者 を予め決

めることはほぼ不可能に近 く,可 能な場合で

も膨大な取引費用がかか る.例 えば,原 子力

事故の場合,原 子力事 業者へ の情報偏在 と取

引 ・交渉 の多 さ,た だ乗 りの防止,権 利の正

確 な計算,契 約の監視 ・執行 な どのために取

引費用は膨大な額 になる.結 局,契 約が成立

せず,不 確実性 の リスク をも避 け られな くな

り,ひ いて は市場 お よび市民社会その もの も

危う くなる.

他方,不 法行為法 とりわけ損害賠償 制度は,

交換 に伴 う不確実性 に対す る予測可 能性 を与

える.損 害賠償制 度は,膨 大な取引 費用 のた

めに事前的 な取引 ・交渉(契 約)が 不可能 な

場合,事 後的 に裁判所 による客観的な賠償額

の決定 とその強制 を行 う.ま た,事 前 的な賠

償責任 ルー ルの明確 な規定 によ り,事 故発生

(外部効 果)を 抑 え るよう人 間の合理 的 な行

動を促 し,資 源配分 の効率性 を高める.か く

して,制 度は技術 とともに,人 々の交換お よ

び生産費用 に影響 を与 え,経 済成果 に も影響

を及ぼすのである")。

ところで,CalabresiとMelamedは,人 が

他人の行動か ら権利 を守 る手段 としての財産

法(財 産権 ルール)と 不法行為法(賠 償責任

ルー ル)を,権 原(entitlements)と 取引費

用の観 点か ら比較分析 した'2}。彼 らに よれば,

他入 の行 動 に よって利 害の対 立が生 じた場

合,国 家は第一次 の法的決定 として,ど の一

方に勝ち残 る権利(権 原)を 割 り当てるか を

決定すべ きであ り,ま た権原の割 当基準 とし

て効率性 のみな らず,分 配上の選好 および正

義 をあげてい る。第 二次の法的決定 として,

権原が財 産権 ルール,賠 償責任 ルー ル,不 可

譲な権原ルールのいずれ によって保護 ・規制

されるべ きかを決定 しなければな らない とい

う。 この場合,そ の取引の可能性が重要 な問

題 となる.財 産権 ルール による と,権 原は任

意でかつ売 り手 の希望価格すなわち市場 にお

ける取 引でなければ,権 原が保護 されるので,

権原 の価値 を交渉 によって確 定す る費用は大

きくなる.一 方,賠 償責任ルールは取引費用

を削 減するため,価 値の集権 的な決定すなわ

ち強制 的な取 引を行い,権 原の効率的 な移転

をもた らす とい う.ま た,賠 償責任 ルール を

採択 する根拠 として効率性 のみならず,分 配

的目的に値す ることを も強調 してい る.

―75一



財 政 と公共政 策 第29巻 第2号(通 巻第42号)2007年10月

㎡奪誘勤醸 薦磯 齢 読の謹
済的分析

1.事 故法の 目標

従来の損害賠償制度 は,単 に事後的手段 と

して賠償責任 を果 たす とい う,被 害者救済 を

主な役割 として きた.し か し,「被害者救 済」

が唯一の役割 であれば,そ の救済能力のみが

重要 な問題であって,加 害者の行為や結果 の

違法性 を論 じる必要 はない.な お,現 行の損

害賠償制度の大部分 は過失責任 に基づいてい

るので,加 害者の過失 を立証で きない場合 や,

被害者の過失す なわち寄与過失(contributo-

rynegligence)13)が あ る場合 には,被 害者が

その救済 を受ける ことがで きない.経 験 的デ
ー タか らもわか るように14),損 害賠償制度 を

用 いれば,救 済に伴 う司法利用 に膨大 な費用

や時 間がかかるので,む しろ社会保障制度お

よび保険制度を利用す る方が よ り効率的であ

る といえる.そ れゆえ,最 近 は被害者救済 よ

り 「事 故抑 止」の方 に重 点が置 かれてい る.

責任 ルールの明確 な設定お よび事故 の予想被

害額 を十分 に反映 した損害賠償制度 は,総 事

故 費用の内部化 を通 じて,事 故抑止 のための

事前 的手段 としての役割 を果た しうると期待

されている.と はいえ,被 害者救済 と事故抑

止 とは必ず しも対立する もの ではない.

Calabresiは,正 義(あ るい は公正)を 事

故法の第一 目標 に,総 事故費用(事 故費用 と

事故 回避費用 の和)の 最小化 を第二 目標 とし

て取 り上げているが,と りわけ正義 を,目 標

というよ りむ しろ社会制度の根本的な前提条

件 として重 ん じている.ま た,パ レー ト最適

とは,あ る富 の分配 を前提 に したものであ り,

分配が変わる とそ れな りのパ レー ト最適 の資

源配分が行 われる とい う.し か も,効 率性 は

価値判断に基づ くものであ り,決 して配分 と

分配 が価値 対立 的な もの では ないとい う'5}.

さ らに,総 事故費用の最小化 にあた って,最

安価費用回避者(thecheapestcostavoider)エ6)

とともに,厳 格責任(無 過失責任)ル ールの

導入 をも主張 した.
一 方

,Posnerは,事 故 法 を 含 め る 諸 法 は

資源 の最適 配分 とい う効 率性 に基 づ いてお

り,ま たその指針 として 「富」を取 り上げた.

支払 い意思(willingtopay)の 最 も高い人

に財 ・サ ービスが配分 されることに より,資

源の効 率性 が 高め られ る とい う,い わゆ る

「富の最大化(wealthmaximization)」 論 と,

過失責任 ルールの導入 をも主張 した.そ れゆ

え,法 の経済 的分析 に対す る批判の大部分 も,

法制度 のデザ イ ンにおけ る価値あるいは目標

として,効 率性 のみ に徹す るPosnerの 主張

に向け られてい る.主 に,1)Posnerが 効

率 性 の 基 準 と し て い る,補 償 原 理

(Kaldor-Hicks基 準)へ の批判 と,2)正

義,人 間の 自由お よび尊厳 のようなイデオロ

ギーの観 点か らの批 判が行 われ てい る'7).し

か し,た とえ法の経済分析 について様 々な批

判が ある として も,経 済学が法的基準お よび

社会 的規範 の基準 を考察するに当たって,体

系 的な方法 を提供 してい ることは否 めないで

あろう.

2.賠 償 責任ル ール18)の 経済分析

(1)ハ ンド公式 と注意義務

総事故費用の最小化 をもたらす責任 ルール

の分析 において は,過 失の客観的な判断基準

の導入 を試 みたハ ン ド(LearnedHand)公

式が有用 である.不 法行為の成立要件 である,

1)注 意義務 の違反(違 法性),2)損 害の

発生,3)損 害 との因果 関係の うち,注 意義

務 について,ハ ン ド公式 は従来の 「通常人が

とるべ き標準的な(合 理 的な)注 意水準」 あ

るいは 「道徳的な非難」 とい う抽象的 な概念

でな く,よ り客観的な過 失の判断基準 を示 そ

うとした.費 用 と便益 との比較衡量 に基づい

たハ ン ド公 式 に よれ ば,事 故 回避 費用(B)

が期待損失(事 故確率(P)× 損失(L))よ

り小 さい(B<PL)に もかかわ らず,事 故

回避努力 をしなかった場合 には過失 と見な さ

れる.図 一1の ように,点X。 の右側 のX。は

過度の注 意 を払 ったこ とで,加 害者 は過失責

任 を免 れ る.逆 に,点X。 の左 側 に位置す る

場合,加 害者は注意義務 の違反で過失責任 を

負 わなけれ ばな らない.と ころが,ハ ンド公

式が限界,平 均,総 計の どち らに基づいてい
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るか は 明 確 で は な い'9).

金
額

OX・X。 注意水準

(図 一1)総 事 故 費 用 の 最 適 抑 止

ところで,注 意(X)の 程 度 をはかるため

に限界概念 を用いれ ば,加 害者の一方的な注

意水準に よる損失の場合,損 失 と事故確率 は

加害者の注意水準の減少 関数 となる.

B=WX(W:注 意の単位 当 り費用),単 純

化 の た め にPL・P(X)L,と す れ ば,

SC=WX+P(X)L,と な る 。 社 会 的 費 用

(SC)を 最小化 す るために微 分すれ

ば,

0=W+(dP/dX)L,と な るe

か くして,総 事故費用 を最小化す る最適注

意水準(X1)は,注 意 の 限界 事故 回避 費用

(W)と 事故 の限界期待 損失(一(dP/dX)

L)と が一致す る点で もある.ハ ン ド公式 も

限界概念を用 い修正 した もの と見 なしてよか
7、20)
つ つ 。

この ように,ハ ン ド公 式 とは,「 行為の 限

界効用が損 害の限界期待不効用 を超 える範囲

で,行 為 の 自由を保護 し,損 害の限界期待不

効用が行為 の限界効用 を超 える範囲で,損 害

の回避 を保 護す るルール」2')なのである.従

って,合 理 的で潜在的 な加害者は,期 待賠償

責任 よ り安価 な注意 を払 うこ とを選択す る.

しか し,過 失を判断す るに当たって,社 会的

最適水準 に等 しい注意義務お よび個人の選好

や能力 を正確 に設定で きる,法 廷の能力が欠

かせ ない22).

(2)注 意 ・活動水準23)と 司法費用

自分の故意 や過失 に よる もので なければ,

その被害 に関す る賠償責任 を負 わない 「過失

責任 ルール」は,近 代市民社会 を支 えてお り,

なおかつ資本主義 の発展 に最 も寄与 してい る

近代 私法の基本原理の一つで もある.通 常人

として取 るべ き注意 さえ払っていれ ば,全 損

害の賠償責任 を免 れるので,個 人の 自由な経

済活動が保 障 される訳である。一方,自 分の

故意や過失 とはか かわ りな く,自 分 の行動 に

伴って発 生する全損害のみな らず,い くら注

意 を して も発生 回避が不能である場合,そ の

賠償 責任 を負 う 「無過失責任 ルール」がある.

無過 失責任 ルールが導入 された主 な要 因 とし

て,企 業の発達 とともに過失責任が想定 して

いた万人平等 の思想が崩れつ つあるこ とを取

り上 げることがで きる24,.依 然 として,無 過

失責任ルールは一般法で はな く,特 別法 とし

て極 めて限 られた分野のみ を対象 に立法 ・運

営 されている ものの,巨 大 ・先端産業の発展

につれてその適用範囲が拡大 しつつ ある現状

であ る.日 本 の場合,鉱 業法 ・水洗炭業法 ・

原子 力損 害 の賠償 に関 す る法律 ・独 占禁止

法 ・大気汚染 防止法 ・水質汚濁防止法 ・製造

物責 任法な どの法律が無過失責任 ルールを採

択 している。

い うまで もな く,賠 償責任 ルールの如何 に

よって法的な意味 のみ ならず,そ の経済的 な

成果 も異なって しまうので,と りわけ効率 と

公平 の観 点か らよ り適切な賠償責任 ルー ルの

選択 が求め られる.以 下,注 意水準 ・活動水

準 ・司法費用 の諸側面か ら,過 失責任 ルー ル

と無過失責任 ルール との相互比較 を行 う。

まず,「 注 意水準」 のみ を考慮す れば,過

失責任 ルールの場合,法 廷 は加害者の実際の

注意水準 と社会的 に最適な注意義務 を計算 し

なければな らない.両 者 を計算 で きれば,過

失責 任ルール も効率的な事故抑止の イ ンセ ン

ティブとして機能 しうるが,実 際 には情報 の

不足 のために法廷が正確 に計算で きない場合

が多 い.ま た,た とえ正確 に計算で きる とし

ても,そ の費用が膨大な金額 にな り,時 間的

にも長期 間にな りかねない.反 面,無 過失責

任 ルールの場合,注 意水準 の設定 は要 らず,

発生損害額 さえ計算す れば足 りる.し か し,

取引費用 やエ ラー コス トお よび活動水準 を無
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視す れば,短 期的には過失責任 ルールと無過

失責任 ルー ル双方 が最適注意水準 を選択す る

ので,加 害者の事 故抑止努力 を高める とい う

効 率性 の相違 は見 られ ない(表).言 い換 え

れば,無 過失責任 ルールにおいて も,合 理 的

な潜在的加害者は総事故費用のすべ ての賠償

責任 を負 うので,そ れを内部化 した私的費用

を最小 に しようとし,図 一1の ように限界 費

用 と限界便益 が一致 す る点(X。)を 選択せ

ざるを得ないか らである.

(表)責 任ル―ルの相互比

過失責任 無過失責任

注意水準 加害者 効率的 効率的

被害者 効率的 非効率的

活動水準 加害者 非効率的 効率的

被害者 効率的 非効率的

司 法費 用

(取 引費 用)

訴訟件数 少

訴訟費用 多

訴訟件数 多

訴訟費用 少

一方 ,長 期的には,無 過失責任 ルールの場

合,加 害者 は損害 のすべての賠償責任 をとら

なければならないので,合 理的な加害者に可

能な限 りの防止手段 を取 らせた り,新 しい事

故 回避技術の開発 を促す ような インセンテ ィ

ブが働 く.と はいえ,無 過失責任 ルールの場

合 でも,総 事 故費用 を十分に負担 しなければ,

長期的 に事 故回避技術の開発 を促す ことがで

きない.他 方,過 失責任 ルールの場合,法 廷

が決めた注意義務 に従 うことで足 りるの で,

極 限までの技術 開発 に対す るイ ンセ ンテ ィブ

は生 じない.過 失責任ルール も,過 去の技術

開発努力 を考慮 し過 失の有 無 を判断 した り,

あるいは行政的な規制基準の強化 で技術 開発

の イ ンセ ンテ ィブ を与 え るこ とがで きよ う

が,防 止技術水準 のモニ ター リング費用 ・執

行費用 などがかか るうえ,利 益 団体の政治的

な圧力 によって規制基準の強化 も難 しい.そ

れゆえ,技 術 の水準 は,諸 企業の共有する も

のにな りがちである.こ うした水準 に基づ く

法廷の注意義務の判断は,か えって社会 的厚

生の損失を もた らしうる.

二番 目に,過 失の判断基準 を単 に注意水準

のみ にす る場合,過 失責任ルールは注意義務

さえ守れば,す べての賠償責任 を免れるので,

もう一つの事故要 因の 「活動水準」 が過多 と

な りかねない.リ スクの低い場合,過 失責任

ルール と無過失責任 ルー ルとの相違 点はあ ま

り大 きくない といえる.し か し,リ スクが高

く,注 意水準 を高めて も損害が生 じうる活動

や,リ スクが低 くて もその損害が膨大 な活動,

あ るいは加害者のみ によって事故が発生す る

活動 の場合,過 失責任ルールよ りも無過失責

任ルールの方が活動水準 を規制で き,よ り大

きな社会的厚生 を もた らす.に もかかわ らず,

現行法で活動水 準が過失 の判断に反映 されて

いない理由 は,1)そ の基準 を決定す るに当

たって,活 動水準の増大 か ら加害者が得 る便

益の測定が難 しく,2)注 意水準 は事故当時

の知識 を要求す るに反 し,活 動水準 は過去 の

活動水準 まで考慮 しなければな らないの で,

これらの費用 と時間が膨大 になってしまうか

らである25).し たが って,前 述 のような事故

を最適抑止す る場合,注 意水準 と活動水準 の

両方 を考慮 す る,無 過失責任ルールの採択 が

効率的である.

最後 に,司 法費用は,前 述 した過失 を決定

するにかか る法廷 の費用(情 報獲得費用)や,

訴訟 にかか る直接 費用 な どを含む.一 般的に

無過失責任 ルールの場合,一 面では高い勝訴

可能性 とただ乗 り(free-rider)な どのため,

過失責任 ルール より訴訟件数が大幅 に増加す

るものの,過 失立証の負担が ないため に訴訟

費用 は少 な く済 む(表).し か し,例 えば原

子力損害 をめ ぐる訴訟の場合,放 射能 と被害

との因果関係 を立証す るための費用や,多 く

の被害者(訴 訟件数)な どが予想 され るので,

その訴訟費用は膨大 にな りかねない.両 責任

ルールの うち,ど ち らが少 ない司法費用 です

むか については,事 故別の経験 的デー タの裏

付 けなしでは断定 的な結論 を下す ことがで き

ない.ま た,間 違 った損害配分 によ り,事 故

抑止のイ ンセ ンテ ィブが低下 し,事 故抑止が

不十分になって生 じる社会的費用のエ ラーコ

ス トも考慮 しなければな らない26).

ところで,Posnerは,1)情 報費用 お よ

び訴訟費用 の大小,2)保 険による填補範囲

および保 険金額 の相違,3)注 意水準 ではな

く活動水準 を減 らす ことにより,事 故 回避の
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インセ ンテ ィブ をもた らす こ と,な どを両責

任ルールの比較基準 としつつ も,過 失責任 ル
ールあるいは寄与 過失を認め る無過失責任 ル

ー ル の 採 択 を 主 張 し て い る27) .反 面,

Calabresiは,過 失責 任ルー ルで は,1)費

用の外部化 が生 じやす いこ と,2)シ ステム

運営 の管理 費用(訴 訟 ・行政費用)が 高いこ

と,3)最 安価 費用 回避者の選定が困難であ

ること,な どを取 り上 げ,最 安価費用回避者

に事故費用 を負担 させ る無過失責任 ルールこ

そ,効 率性 と公正 の 目標 を達成で きると主張

する28).

N。 原子力嘉薯賠商前度lb餐往ルーノびと限界

1.無 過 失 責 任 ルpsthル の 採 択 の 妥 当 性

以上の分析 か ら,事 故抑止に当たって,注

意水準 と活動水準 の両方の最適化や長期的 な

技術 開発を もた らす こ とがで きる,無 過失責

任 ルールが よ り効率的であるといえる.

現行の日本原子力損害賠償制度は,異 常に

巨大な天災地変または社会的動乱による原子

力事故を原子力事業者(潜 在的な加害者)の

免責事由としなが らも,被 害者の寄与過失や

故意による行為を認めない無過失責任ルール

を採択している.従 って,原 子力事業者の活

動と原子力損害の発生 との相当因果関係さえ

あれば,原 子力事業者の主観的要素の如何を

問わず,原 子力事業者はその賠償責任を負わ

なければならない.こ うした厳格な無過失責

任が採択された主な理由として,原 子力技術

の複雑な性格のため,被 害者が原子力事業者

の過失を立証することが難しいことをあげら

れる.こ れは,い くら合理的な注意を払って

も事故発生を完全に排除することができない

という,原 子力技術の本来的な限界に起因す

るものでもある。
一方,被 害者の活動水準が事故発生に大き

な影響を及ぼす,す なわち加害者 と被害者双

方によって事故抑止ができる場合,「 寄与過

失を認める無過失責任ルール」を考慮するこ

ともできよう.と ころが,原 子力事故の場合,

事故発生 と被害者の注意水準および活動水準

とは因果関係がないので,被 害者の寄与過失

を認める無過失責任 ルールが妥 当であ るとい

えない.例 えば,第 三者 による原発 の破壊,

核燃料 お よび放射性廃棄物の輸送における衝

突事故な どを想定で きる ものの,現 在の防護

体制下 で被害者が事故発生 に寄与す る とは考

えにくい29).

また,被 害者が居住の移動あ るいは何 らか

の技術 的な防止手段 によって,原 子力事故 の

被害を未然 に回避 で きる として も,原 子力事

故の予想被害範囲を考慮すれば,そ の費用 は

ほぼ無 限に近 くなる.そ れゆえ,寄 与過失 を

認めない原子力事業者一方の無過失責任 ルー

ルが効率的で かつ公平 と言 わざるを得 ない。

また,過 失責任 ルール と寄与過失を認める無

過失責任 ルールは,基 本的なハ ン ド公式か ら

もわか るように,被 害者 と加 害者 の能力が平

等であるとい う仮定 に基づいている ものであ

って,原 子力損害 のように両 者の能力が はる

かに異 なる場合 には当て はまらない。 とりわ

け,加 害者の行動 を変 えることが事故 の最適

抑止 の主な要因で ある場合,寄 与過失 を認め

ない無過失責任 ルールの方が効率的 なルール

となる.寄 与過失 を認め る無過失責任 は,加

害者の事故回避費用が被害者 よ り少 ないにも

かか わらず,か えって被害者 の事故 回避費用

を高 くしうるので,最 適抑止 として の機能が

乏 しい とい うCalabresiの 批判が ある30).

他方,原 発は経 済性 と技術 的条件 のため,

常にフル稼働 を しなければな らず,運 転中止

以外 に活動水準 を短期 的に調整す るこ とはほ

ぼ不可能で ある3')。それゆ え,注 意水準のみ

を考慮す る過失責任ルールが効率的 に見 える

かもしれない.し か し,法 廷 の能力 と取引費

用の問題のため,注 意水準 の判断 は稼働中の

原発の平均 あるい は低 い技術水準 に基づ く傾

向があ る.ま た,原 発 の経済性が厳 しく問わ

れてい る現状 に鑑 みれ ば,過 失責任 ルールが,

原子力事業者 に安全装 置の追加的な設置や事

故回避技術 の開発へのイ ンセ ンティブなどを

提供するこ とがで きない.そ もそ も,原 子力

損害 は加害者 による一方的な損害であ り,被

害者 は最安価費用回避者あるいはよ り安価 な

費用 回避者 で もない.保 険利用 による損害の

転嫁(分 散)可 能性,所 得 の相違な どを考え
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て も,総 じて原子力事業者の無過失責任 ルー

ルが好 ましい と言 わざるを得 ない.

か りに,過 失責任 ルールを補 うため,行 政

的な安全規制 を次第に強化 し,事 業者 に事故

回避 努力 を促す ことも考 え られ ようが,そ の

ための情報 ・執行 費用が膨大 となる.ま た,

原発推進が 国策 と して行 われている場合,客

観的な安全規制の設定を期待す るこ とも極め

て困難である.と くに,電 力産業 と政府が癒

着 していれば,安 全規 制の緩 さを背景 に原発

の大 型化 や増 設が促進 され る傾 向があ るの

で,事 故の発生可能性は一層高 くなる.

未完 成の原 子力 技術 の本 来的 な限界 のた

め,短 期 的に活動水準 を まった く考慮で きな

い原発の事業者 は,合 理 的人 間に基づ いた過

失責任 ルールの注意水準 ではな く,そ れ を超

える高度 の注意義務 を負 うべ きである.原 発

の経済性 を無視 しても,技 術 の限度 まで安全

性 を高めるべ きであろ う.実 際 に,日 本の公

害裁判(四 日市判決)で,人 の生命 ・身体 に

対す る危 険が大 きい場 合には,経 済性 を無視

して もその回避措置 を講ず るべ きだ という考

えが現れた32).従 って,短 期 的 には社会的費

用の内部化 した私的費用 の観点 から最適 な注

意水準 を誘導 し,ま た長期 的には事故 回避技

術の 開発 のイ ンセ ンティブ をも与え られ る,

無過失責任 ルールが効率的であると言 わざる

を得 ない.

2.賠 償資力の不足および補償契約による注

意水準

(1)賠 償資力の不足と賠償措置額の低さ

損害賠償制度は,賠 償資力の不足,賠 償請

求期間の制限,因 果関係の証明などが原因で,

事故抑止のインセ ンティブを十分に事業者に

与えることがで きない場合がある.と くに,

完全補償が行われず,ま た法廷が低い賠償金

額 しか認めない場合,加 害者の事故防止努力

は最適水準 より低い水準になりかねない.以

下では,日 本の原子力損害賠償制度を取 り上

げ,原 子力事業者の賠償資力の不足 と,賠 償

措置額の低 さと,補 償契約の存在とが,原 子

力事業者の注意水準に如何なる影響を及ぼす

のかを考察する謝.

まず,原 子力事業者の賠償資力(資 産)は

巨大原発事故の天文学的な被害には到底及ば

ないので,以 下では被害額が原子力事業者の

賠償能力 とりわけ賠償措置額を上回ると仮定

し,分 析を進めることができよう.

ここで,被 害者の注意水準は事故発生の可

能性に影響を及ぼしにくいので,原 子力事業

者のみの注意水準を考慮する一方的なモデル

を考える.原 子力事業者の事故防止費用(X)

が増加するにつれて,事 故確率(P)お よび

損失(L)が 減少する.原 子力事業者の総事

故費用(SC)は,

SC=X+PL,と な る.最 小 化 の た め にX

で 微 分 す れ ば,

dSC/dX=1+(dP/(D()L

-dP/dX・=(1/L)
,に な る 最 適 注 意

水準(X。)が 選ばれる.

一方 ,原 子力事業者 の賠償資力(M)が 限

られてい る場合,す なわ ちMが 損失(L)よ

り少 な い場 合,原 子 力事 業者 の賠償資 力は

(M-X)な ので,原 子力事業者のSCは,

SC;X+(M-X)Pと な る.最 小 化 の

た め にXで 微 分 す れ ば,

dSC/dX=1―P+(M-X)dP/dX

-dP/dX;(1-P)/(M-X)
,に

なるような注意水準(X。)が

選 ばれ る.

巨大原発事故の場合,LがMを はるかに上

回るので,1/L〈(1―P)/(M-X)

と見な して もよか ろう.図 一2か らわかるよ

うに,賠 償資力の不足,ま たは賠償措置額が

金
額

(1―P)/(M―X)

1/L

注意水準
OXoX・

(図一2)賠 償資力の不足と注意水準
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限定 されている場合,原 子力事業者 は最適注

意水 準X。 よ り左 側 に位 置す る,よ り低 い注

意水準X。を選択 しかねない。

また,現 行の原子力損害賠償制度で は,原

子力事業者の賠償責任 は無限責任 と定め られ

ている.そ れゆえ,被 害額が賠償措置額(=

原子力責任保険額)600億 円34>を上 回る場合

で も,事 業者はその賠償責任 を負 わざるを得

ない.こ の場合,政 麻が国会議決 を経て事業

者へ の支援(補 助金 の交付,低 利融資,金 融

斡旋 など)を 行 うこ とがで きるが,必 ず しも

義務 的な ものではない。例えば,東 海村 臨界

事故 の場 合,当 時JCOの よ うな加工工場の

賠償措置額10億 円を上 圏る,200億 円近 くの

被害が生 じたが,政 府 は違法行為 による事故

と見 な し,加 害者のJCOに 金銭 的 な支援 を

行 わなかった.そ の ため,親 会社 に当たる住

友金属鉱山がその追加分の賠償責任 を負 うこ

とになった35)。

しか し,国 策 として原発推進が行われてい

る現状 に鑑 みれば,巨 大原発事故の場合,賠

償措置額を超 える損害が生 じた場合,国 の支

援が必ず行 われる ことと思われる。それゆえ,

電力会社 も,短 期的 にその賠償責任が賠償措

置額600億 円 に限 られた有限責任 であると考

えていると言って よか ろう、 したが って,前

述の賠償 資力の不足 と同 じく,賠 償措置額の

場合 で も原子 力事業 者 は低 い注意水準X。 を

選択 しかねず,事 故抑止へ のイ ンセ ンテ ィブ

が働かない現状 である。

(2)原 子力賠償補償契約(補 償契約)と 注

意水準

原子力事業者 は責任保 険で損失負担 を分散

す ることがで きるため,経 済的手法(内 部化)

による事故 防止努力の インセ ンティブが働か

ない と言 えるが,リ スク を十分 に反 映 した保

険料 を設定すれ ば,事 故抑止 のためのインセ

ンティブ を与 える ことがで きる36}.し か し,

現行 の原子 力損害賠償制度 には,正 常運転,

地震 ・噴火 ・津 波,事 故後10年 後 の賠償 請

求な ど原子力責任保 険か ら外 されている原子

力損害 を填補対象 とす る,「 補償 契約」 があ

る.政 府の再保険で もある補償契約(補 償契

約金=600億 円)は,原 子力事業者の重要 な

過失 のみ を唯一の免責事項 とす るな ど,極 め

て緩 い契約内容か らなってい る.し か も,原

子力事故の リスクを十分 に反映 しなかったた

めか,補 償料が責任保険料 よりはるかに安 い

現状 であ る.言 い換 えれ ば,補 償契約 は原子

力事業者 に対する補助金 と同様の役割 を果た

してお り,原 子力事業者の注意水準 をか えっ

て低め る可能性 をも秘 めていると言 える.

補償 契約の補償額(C)600億 円を考慮 す

れば,原 子力 事業 者の 支払 うべ き被 害額 は

(L―C)と なる.す なわ ち,原 子力事業 者

の総事故費用(SC)は,

SC=X+(L―C)Pと な る.最 小 化 の た

め にXで 微 分 す れ ば,

dSC/dX=::1+(L―C)dP/dX

―dP/dX==1/(L-C)
,と な る 。

ここで,図2か らわか るように,1/L〈

1/(L―C)と なるので,賠 償 資力 が限 ら

れた場合 と同 じく,注 意水準 は補償契約 がな

い場 合 に選択 され る最適注 意水準X ,ではな

く,そ の左側 に位置す る。 リスクを正確 に反

映 しない補償契約の存 在 は,原 子力事業者 の

注意水準 を低めかねない。

3。 事故抑止のための対策

原子力損害賠償制度は,巨 大原発事故 の被

害が計 り知 れない ほどの金額 となる可能性が

高い にもかかわ らず,前 述 の ように,賠 償措

置額 の低 さ,補 償契約 の存在,異 常 に巨大 な

天災地変 な どによる原子 力損害のための国家

補償の存在 な どのため,事 故抑止のための イ

ンセ ンティブ としての役割 が果せない現状で

ある.ま た,現 行法は実損填補主義である う

え,人 身被害の低評価 が一般 的に行 われてお

り,な お原子力損害賠償制度 にも逸失利益の

無視 お よび避難費用 の填補 に関する曖昧 さな

ども存在 してい るので,事 故抑止のための イ

ンセ ンティブが さらに損 なわれる.現 行の原

子力損害賠償制度は,予 想事故費用 を十分 に

内部化 しないか ぎ り,注 意水準 を高 めるどこ
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うか生産量(活 動水準)の 拡大 を促進 し,か

えって事故発生の頻度 を高めることにな りか

ねない.と りもなおさず,現 行 の賠償措置額

の低 さ ・補償契約 の存在 は,原 子力事業者 に

単 なる固定 費用 と見 なされ るので,電 気の価

格上 昇が低 くな り電力需 要 の拡 大 を もた ら

し,ひ いては原発の大型化 ・増設お よび稼働

率の増大(活 動水準)を 促す.
一方 ,Shavellは,加 害者 の賠償資力の不

足 による不適切 な事故抑止の一般的な対策 と

して,1)企 業活動 を監 視 ・規 制で きる者

(親企業)に 賠 償責任 を負 わせ る こと,2)

ある企業 の資産が特定金額 ―例 えば法的な賠

償措置額 一を満 たさない場合,当 初か ら企業

活動 を禁止す るこ と,3)責 任保険の強制あ

るいは 自己(共 同)保 険の利用,4)国 家の

直接規制,5)刑 事責任の追求,な どをあげ

ている37).し か し,1)と3)の 場合 で も,

実際 に原子力事業者の行為 をある程度 コント

ロールで きる主体 は,責 任保 険会社(日 本原

子力保 険プール)し か ない といえる.と ころ

で,責 任保 険 会社 は責任保 険額600億 円 を,

再保険網 を通 じて世界的 に分散 してお り,ま

た因果関係 の立証 の困難 さを利用 して事故 自

体 をも認めずに賠償責任 を避けることがで き

る.し か も,原 子力技術の特殊性のため,日

常的な規制 ・監督 には膨大な金額 と時間一保

険料の引 き上げに繋が る ―がかかるうえ,な

おかつ現行 の保 険会社 と原子力事業者 との共

存共生関係 か ら考 えれば,責 任保険会社 にも

原子力事業者 の活動 を積極 的に監視するイン

セ ンテ ィブが働か ない現状 である.し たが っ

て,よ り効 率的な対策 と して,賠 償措置額の

増大 と,原 子力事業者同士の共同保険の創設

が望 ま しい と言 わざるを得 ない.ち なみ に,

水俣 病の賠償責任者であ る,日 本チ ッソが子

会社の設立 を通 じて利益 をあげなが らも,日

本チ ッソを欠損企業 とす ることがで きる現行

法の弱点を利用 し,自 治体 と政府の支援で賠

償 を行 ってい る ことを直視 すべ きであ る38>.

また,2),4),5)の 場合,日 本政府が原

子力損害 を低評価 し,国 策 として原発の拡大

を押 し進 めてお り,ま た一連の原子力事故か

らわかる ように,許 可禁止お よび厳 しい刑事

処罰 は期待 できない現状であ る.

轡讐 容

現実社会 における企業 は,市 場 メカニズム

の不完全性 お よび財産権 と責任 ルールの不明

確 さなど法 の遅れ を利用 し,一 層利潤極大化

を目指 している.こ のように,現 代企業 は市

場 メカニズムだけでな く,国 内外の制度の如

何 によってその活動が抑制 ・助長 され うるの

で,企 業に対す る望 ましい制度の確 立が一層

求め られる.そ の手段 の一つ として,人 間 ・

企業 の経済活動 を規制す る法の分析 は欠かせ

ない.法 の経済 的分析の 目標 は,当 事者 に資

源 の適切 な利用 に関す るインセ ンティブを与

え,希 少資源の効率的 な利用 に資す ることで

あ る.一 方,た とえ効率性 中心 で正義 ・公

正 ・公平 を無視す る とい う批判があ って も,

従来の法解釈 中心 の法学 をよ り客観的に明確

化 した ことは看 過で きないだろ う.

さて,不 法行為法の責任 ルールを決定す る

に当た って,活 動水準の調整 ができない原子

力損害賠償制度 の場合,過 失責任 ルールが一

見効率的に見 える.と ころが,注 意水準のみ

に基づ く過 失責任 ルールの場合,正 確 な注意

義務の測定 が不可能 に近 く,可 能であって も

その費用 は膨大 な額 にな りかねない.し か も,

資金力 と情報力が ある被害者 のみが賠償 を受

け られ るので,効 率性 と公正性 の歪みが生 じ

うる.し たがって,原 子力損 害のように事故

発生が被害者の注意お よび活動水準 とかかわ

りが な く,そ の被 害額 の大 きさのみな らず,

先端技術産業 の過失証明の費用 と時間が膨大

になる場合,事 故抑止のためには無過失責任

ルールの導入が よ り望 ましく,社 会的な正義

の概念に もあては まるといえる.

とはいえ,日 本 の原子力損害賠償制度 は,

無過失責任 ルールを採択 しているものの,賠

償措置額の低 さお よび補償契約 の存在のみな

らず,ま た現行法制 における人的被 害の低い

評価 と逸失利益 な どを考慮 しないため,現 行

の原子力損害賠償制度には事故抑止へ のイ ン

セ ンティブがない に等 しい と言 わざるを得な

い.こ うした現行の原子力損害賠償制度 に鑑
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みれ ば,原 子力事業者が法 的な欠陥を利用 し,

原発の大型化 ・増設 を推進 してお り,政 府 も

制度 的な支援 を通 じて黙認ない し促進 してい

る と見 なす ことがで きる.現 行 の原子力賠償

制度の主な 目的 は,被 害者救 済および事故抑

止 よりも原子力産業の保護 ・発展 であると言

っても過言ではない.

また,最 近の原子力事故 に関す る情報公 開

を考慮すれば,国 家の財政的な支援 と国家 の

技術 開発 の成果 を独 占的に利用 している,原

子力事業者 の責任のみな らず,政 府の規制 ・

監督 責任 が厳 しく問 われて も当然であろ う.

政府 は望ま しい法律の改善に向かうべ きであ

り,そ の喫 緊の課題 として,賠 償措置額の増

額 と補償契約の廃1Lと を直 ちに行 うべ きで あ

る。 と りわけ,補 償契約の廃止 とともに,原

子力事業者 同士が遡及保険料 を出 し合 う共 同

保険の創設 を講 じるべ きである.加 えて,安

全 に関する徹底的 な直接規制 の遂行 も求め ら

れる。 また,国 家エ ネルギー政策 として原発

の増設 を強調す るな ら,そ の可否 を国民 に問

うことが国民 国家 の政府 と しての役割 で あ

り,そ のためには何 よ りも完全 な情報の提供

が必要であ ろう。
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